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・ 栗山町が景観行政団体になりました 

平成 25年 4月1日に栗山町が景観行政団体（※）

となり、道内の景観行政団体市町は 14 市町となりま

した。 

栗山町は、国蝶オオムラサキが舞う御大師山をはじ

め、多様な水生生物の生息する夕張川などの優れた自

然に恵まれ、なだらかに連なる丘陵やのどかに広がる

田園風景が、四季折々に多彩な表情を見せる農村景観

の豊かな町です。 

栗山町では「人と自然にやさしいふるさとの景観づ

くり」を基本理念として、栗山の景観を守り育ててい

く取組を進めています。 

 

※景観行政団体：景観法に基づいて景観行政事務を行い、良好な景観

の形成のための施策を推進する地方公共団体。都道府県、政令指定

都市、中核都市は自動的に景観行政団体となりますが、その他の市

町村も、都道府県との協議により景観行政団体となることができま

す。 

・ 空知「炭鉱の記憶推進事業団」が 

都市計画大賞優秀賞を受賞 

北海道岩見沢市のＮＰＯ法人「炭鉱（やま）の記憶

推進事業団」は、空知地域の炭鉱施設や街並み等を

“炭鉱の記憶”として位置づけた、地域の誇りやコミ

ュニティの再生の糸口となる活動が評価され、平成

25 年度都市景観大賞、景観教育・普及啓発部門で優

秀賞を受賞しました。 

都市景観大賞は、景観まちづくり学習や街歩きなど

の、地域に根ざして景観に関する教育、啓蒙を行い、

地域における景観への関心を高める活動を募集して

います。毎年 10 月に募集が始まりますので、該当す

る活動がありましたらぜひご応募ください。 

 

・ 景観・広告アンケートへのご協力のお願い 

道では「美しい景観のくに、北海道」を目指して、

良好な景観づくりのため北海道景観条例や北海道屋

外広告物条例などによる施策を進めております。 

この施策を推進するに当たり、道民及び来訪者の皆

様のご意見を伺うため、平成 26年４月１３日までア

ンケート調査を実施しております。 

既にメールでもお知らせしておりますが、アンケー

トの回答や周知について、ご協力をお願いします。 

 

アンケート調査のページ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/k

n/tki/mdr/tyousa.htm 

（「北海道の景観と屋外広告物に 

関するアンケート」で検索） 

※アンケートはパソコンのほか携帯電話や 

スマートフォン・タブレット端末でも入力できます。 

◆ 平成 25 年度景観行政ニュース 

栗山町のサポート企業 小林酒造株式会社 

小林酒造さんは、創業 

明治 11 年。 

明治、大正、昭和の酒 

蔵群の保存や整備を行う 

とともに、酒蔵の内部を 

一般公開しています。 

建造物や継承された伝 

統文化について学んでもらい、歴史ある酒蔵ならで

はの景観を楽しむ機会を創りだしています。 
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・ 芽室町で景観フォーラムが開催されます 

芽室町では、平成 24 年度より「景観」をキーワー

ドとした町民参加のまちづくりに取り組んでいます。 

この度、平成 25年度の活動を総括し、平成 26年

度へつなげる場として「100 人フォーラムⅥ」が開

催されます。ぜひご参加ください。 

日時 平成 26 年 3 月 23 日（日）15:00～17:40 

場所 めむろーど 2 階セミナーホール 

   （芽室町本通 1 丁目:芽室駅東側） 

お問い合わせ・お申し込みは 

芽室町役場建設都市整備課計画係 

TEL 0155-62-9726（内線 428）まで 

 

 

平成 25年 12月に和信化学工業株式会社（北広島

市）、平成 26 年 1 月に株式会社手塚組（浦河町）、

2 月に村井建設株式会社（釧路市）、市橋建設株式会

社（釧路市）が新たに加わり、サポート企業登録制度

への登録企業が 62 社になりました。 

今後も皆様の取組を広く周知し、北海道の景観づく

りの機運を高めていきたいと思いますので、引き続き

ご協力よろしくお願いします。 

 

 

皆様からご報告いただいた取組計画書をもとに、平

成 25 年度の取組をまとめました。 

個々の取組内容や写真についても、都市計画課ホー

ムページに掲載しておりますので、ご覧ください。
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1 業種別企業数 

建設業 
NPO
商店街振興組合 
旅館業 
飲食店 
指定管理業務 
小売業 
食品業 
塗装業 
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6 5 取組別企業数 

①花や樹木を育てる活動 
②景観資源の維持保全活動 
③景観スポットの維持保全活動 
④景観を楽しむ機会の充実 
⑤地域の質を高めるための取組 
⑥景観に配慮した独自の取組 
⑦良好な景観づくりの普及啓発、支援 

◆ 登録企業が 62 社になりました！ 

平成 25年度登録企業の取組内容 

◇ 和信化学工業株式会社 

取組内容：塗装教室での景観づくりについて

の意識啓発や、ボランティアによる公共施設

等の塗り替えの実施。 

◇ 株式会社手塚組 

取組内容：地元の小学生を対象とした「緑の

学校」と称した植樹会や、旧道用地での草刈

り、公園の清掃など。 

◇ 村井建設株式会社 

活動内容：植樹した苗木の下草刈や、町内会

での周辺地域の清掃活動への参加、新釧路川

の河川敷の清掃。 

◇ 市橋建設株式会社 

活動内容：釧路市と協定を締結し「ほっかい

どう企業の森づくり」事業に参加。植樹した

樹木の保育・維持管理を行う。また、釧路市

内を流れる音別川の清掃活動を行う。 

◆ 平成25年度の取組及び 

平成26年度の取組計画について 

平成 25年度取組報告書及び 

平成 26年度取組計画書の提出について 

毎年度終了後、登録企業の皆様に、当該年度の

取組状況及び次年度の取組計画をご報告いただ

いております。 

お忙しい中恐縮ですが、平成 25年度の取組報

告書及び平成 26 年度の取組計画書につきまし

ても、平成 26 年 4 月 30 日までにご提出をお

願いいたします。 

景観だよりへ掲載を希望する情報や、景観づくり

に関する取組の情報、ご意見、ご感想などございま

したら担当までご連絡ください。 

【連絡先】 北海道建設部まちづくり局都市計画課 

担当：高井 電話011-231-4111（内線29-828） 

メール：kensetsu.tokei1@pref.hokkaido.lg.jp 


